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本市では、平成８年８月に「新たな時代の市民ニーズに対応できる行政の再構

築を図る」ことを基本方針とした行政改革大綱を策定し、以後、平成８年度から

平成 25 年度まで、６期に渡って行政改革実施計画を定め、時代状況や行政を取

り巻く社会経済情勢等の変化に的確に対応できるよう行政改革に取り組んできま

した。 

行政改革実施計画では、目標のひとつに収支均衡を掲げ、歳出の削減及び歳入

の確保のために様々な取り組みを行ってきましたが、少子高齢化の進展や経済の

低成長の影響もあり、現在に至るまで厳しい財政運営を強いられています。 

また、今後、全国的に人口減少が予測されていることや経済の先行きが丌透明

であることを考えれば、このままではさらに困難な状況に直面すると見込まれま

す。 

そこで、このたび「明石市財政健全化推進計画」を策定し、継続的に取り組み

を行っていくこととしました。 

財政運営を取り巻く状況が厳しさを増す中でも、将来世代に負担を先送りする

ことなく、元気な明石を子どもたちに引き継いでいくことができるよう、収支均

衡を基本とする持続可能な財政構造の構築に向けて着実に取り組みを進めていき

ます。 

なお、この計画は、本市のまちづくりの基本方針となる第５次長期総合計画の

下で行財政分野に関する個別計画に位置付けられるものです。 
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(1) 明石市財政を取り巻く状況 

本市に限らず、全国的に地方公共団体が厳しい財政運営を強いられる背景に

は、人口減少と少子高齢化の進展という大きな人口動態の変化があります。 

本市の人口は、ここ 10 年程度は約 29 万人でほぼ横ばいの状況が続いてい

ますが、今後、人口増加のための取り組みを行わなければ、全国的な傾向と同

様に、徍々に減少していくと推計されています。 

また少子高齢化もさらに進展し、高齢者は増える一方、働く世代の 15 歳か

ら 64 歳までの人の人口は、大きく減少していきます。 

このように高齢者が増え、働く世代が減ってくると、福祉関係経費の増加な

どにより歳出は増加する一方、税などの収入は減少してくると考えられます。 

 

○グラフ１ 総人口及び年齢３区分別の人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平成 22 年度までは、総務省統計局「国勢調査」。 

平成 27 年度以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平
成 25 年３月推計）」。 
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(2) これまでの取り組み 

社会経済情勢の変化にも柔軟に対応しながら財政を運営できるよう、本市で

は、これまで６次にわたる行政改革実施計画に基づき、以下のとおり、人件費

の削減、事務事業の見直し、歳入の確保等に取り組んできました。 

①人件費の削減 

職員数の削減及び職員給不の適正化に取り組み、平成 26 年４月１日時点

での正規職員数は 1,955 人となり、平成 14 年度の 2,531 人に比べて 576

人（約 23％）減少しています。 

また、再任用職員や任期付職員を含めた総人件費は平成 25 年度では 204

億円となり、平成 14 年度の 242 億円に比べて 38 億円（約 16％）減少し

ています。 

○グラフ２ 総職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※地方独立行政法人となった明石市立市民病院の職員を除く各年度４月１日現在の職員数。 
 
 

○グラフ３ 総人件費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※退職手当分、地方独立行政法人となった明石市立市民病院の職員分を除く。 
※再任用、任期付及び臨時職員分を含む。 
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②事務事業の見直し及び歳入の確保等 

また、以下の取り組みをはじめ、事務事業等の見直しや歳入の確保等の取

り組みを行ってきました。 

○表１ 近年の主な取り組み 

項目 内容 

民
間
活
力 

の
導
入 

市営バス路線の民間移

譲 

市営バスの営業を終了し、路線を民間事業者に移譲した。 

指定管理者制度の導入 市民会館、図書館、文化卙物館など 29 施設に指定管理

者制度を順次、導入した。 

民間委託の推進 給食調理業務、ごみ収集・焼却業務、浄水場・下水処理

場運転等業務、道路維持補修業務などにおいて民間委託

を導入、拡大した。 

事
務
事
業 

の
見
直
し 

市に裁量のある事業の

見直し 

事業内容等について、法令等の制限を受けず、市が決め

ることができる事業について、市が実施する必要性や金

額の妥当性等を検証し、54 事業の見直しを実施した。 

給付事業の見直し 一律型給付から具体的な生活や活動の支援に重点を置い

ていくため、障害者福祉金の廃止、母子福祉金の廃止、

敬老金支給事業の見直し、敬老優待乗車証事業の見直し

等を実施した。 

補助金の見直し 補助金、助成金について、全般的な検証を行い、廃止や

補助額の 20％～50％削減など、72 事業の見直しを実

施した。 

施
設
の 

見
直
し 

魚住清掃工場の廃止 二見浄化センターに、し尿等直接投入施設を建設し、魚

住清掃工場を閉鎖した。 

外
郭
団
体
等 

の
見
直
し 

土地開発公社の解散 債務超過の状況が続いており、将来的に市の財政を圧迫

することが懸念されることから、土地開発公社を解散し

た。 

市民病院の地方独立行

政法人への移行 

地域医療の中核を担う市民病院が、医師の確保をはじめ

とするさまざまな重要課題に柔軟かつ迅速に対応するた

め、地方独立行政法人による運営に移行した。 

歳
入
の
確
保 

減免制度の見直し 個人住民税の減免適用条件ごとの減額率の見直し、上下

水道料金の生活保護世帯に対する減免の見直しを行っ

た。 

市税及び各種料金等の 

収納率向上 

債権管理課を設置し、市税をはじめとする未収金対策等

を強化するとともに、コンビニ収納など納付方法を多様

化し、市税及び各種料金等の収納率の向上を推進した。 

各種料金等の改定 国民健康保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料

をはじめ各種料金等について、受益と負担の均衡を図る

ため改定した。 

前納報奨金制度の廃止 市税及び国民健康保険料の前納報奨金制度を廃止した。 

公有地の売却 行政財産として使用しなくなった土地について、順次、

売却した。 

余剰電力の売却等 明石クリーンセンターにおける余剰電力の売却やメガソ

ーラーの設置に向けた取り組みなど、環境負荷の低減を

図りつつ、歳入の確保につながる取り組みを行った。 

広告収入等の確保 市役所本庁舎及び３市民センターにおける広告モニター

の設置、自動販売機の設置業者の公募、窓口持ち帰り用

封筒への広告掲載などの取り組みを行った。 
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(3) 市の財政状況 

① 財政状況の推移 

これまで様々な取り組みを行ってきましたが、市税や地方交付税などの歳

入が伸び悩む一方、少子高齢化の影響などによる福祉関係経費の増加などに

よって歳出がふくらみ、厳しい財政運営を強いられてきました。 

市が自由に使途を決めることができる一般財源ベースでの歳出の総額は、

平成 11 年度以降、概ね横ばいで推移していますが、内訳を見ていくと、高

齢者、障害者、子ども・子育て等の支援や生活保護などに関する支出である

扶助費が年々、増加しています。このため、施設、道路等の整備に関する支

出である投資的経費を抑制するなど歳出の削減を進めてきましたが、全体と

しては歳入を歳出が上回ることから、市の貯金である基金を少しずつ取り崩

しながらの財政運営が続いています。 

このため基金残高については、ピークの平成７年度には 174 億円であっ

たものが、徍々に減少し、平成 25 年度末には 74 億円となっています。 

 

○グラフ４ 性質別歳出額の推移（普通会計・一般財源ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※グラフ内の人件費の金額は普通会計・一般財源ベースであることから、グラフ３の総人件

費の金額とは異なります。 
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○表２ 近年の収支状況（普通会計・一般財源ベース） 

（単位：億円） 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

612 593 589 584 621 627 609 616

382 411 420 398 391 397 395 400

131 109 108 121 162 162 155 153

107 87 87 89 109 113 107 101

24 22 21 32 53 49 48 52

99 73 61 65 68 68 59 63

612 601 605 573 605 626 604 599

194 185 192 159 177 181 180 180

うち 退職手当 20 22 29 10 15 17 18 19

60 60 61 63 72 69 76 79

臨時財政対策債分 4 8 11 13 14 16 18 19

その他 123 117 109 108 111 111 93 85

25 24 20 17 18 16 16 12

102 105 102 103 102 113 104 107

財政基金への積み立て 3 2 2 1 1 8 4 4

その他 101 100 108 109 110 112 113 113

－ － － － － － － －
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○グラフ５ 基金残高の推移 
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② 他の地方公共団体との比較 

本市の財政状況と、他の地方公共団体の財政状況を比較すると、市の借金

である市債に関しては、経常的な収入に占める公債費（借金の返済のための

経費）相当額の割合を示す実質公債費比率が県下 29 市中１位であるなど、

比較的良好な状況にあります。 

一方、市民 1 人あたりの市税収入が県下 29 市中 17 位であり、市民１人

あたりの基金残高が県下 29 市中 28 位であるなど、財政力は比較的弱い状

況といえます。 

以上のことから他の地方公共団体と比較すると本市の財政は、収入面で豊

かではなく貯金も少ないが、借金は少ない状況にあるといえます。 

 

○表３ 他の地方公共団体との財政状況の比較（平成 24 年度決算） 

※金額で示している項目については市民 1 人あたりの金額の比較 

№ 指標名 明石市 

県下 29 市の比較 特例市 40 市の比較 

29 市 

平均値 

明石市の順位 

（良好な順） 

40 市 

平均値 

明石市の順位 

（良好な順） 

1 市税収入 133 千円 157 千円 17 位 146 千円 30 位 

2  うち個人市民税 51 千円 55 千円 ８位 54 千円 25 位 

3  うち固定資産税 54 千円 67 千円 27 位 61 千円 34 位 

4 義務的経費 184 千円 216 千円 13 位 170 千円 28 位 

5  うち扶助費 84 千円 90 千円 27 位 77 千円 29 位 

6  うち公債費 39 千円 57 千円 ６位 35 千円 28 位 

7  うち人件費 60 千円 69 千円 ７位 58 千円 22 位 

8 財政力指数 0.74 0.64 12 位 0.81 28 位 

9 経常収支比率 93.6％ 90.7％ 20 位 90.5％ 30 位 

10 
基金(貯金)現在高 

(財政基金+減債基金) 
22 千円 38 千円 28 位 23 千円 20 位 

11 地方債(借金)現在高 343 千円 518 千円 ９位 314 千円 25 位 

12 実質公債費比率 7.2% 12.6％ １位 8.3％ 15 位 

13 将来負担比率 58.5% 94.4％ 10 位 60.1％ 22 位 
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(4) 公共施設の更新への対応 

今後の財政運営を考えるうえで、大きな課題となるのが、公共施設の更新（大

規模改修、建て替え）への対応です。 

本市では、これまで人口の増加や市民ニーズの多様化にあわせて、多くの公

共施設を整備してきました。現在、保有している、市庁舎や学校、市営住宅等

のいわゆるハコモノ施設は約 300 施設に及びます。また、道路、橋梁、上下

水道等のいわゆるインフラ施設については、市内全域にわたるネットワークを

構築しています。これらの施設の多くは 1970 年代から 1980 年代にかけて

建設されたものです。多くの施設で老朽化が顕著に進行しており、今後は次々

と大規模改修や建て替えなどの整備が必要になってきます。 

仮に、計画的な保全により施設の長寿命化を図ることを前提として、既存の

施設をすべて維持した場合の更新費用を試算すると、今後 40 年間で、ハコモ

ノ施設が約 3,300 億円、インフラ施設が約 3,700 億円となり、すべての公共

施設にかかる更新費用の総額は約 7,000 億円にも及ぶ見込みです。 

この先、人口減少が予測されること、また、本市の財政状況を考慮すれば、

すべての公共施設をこのまま維持していくことは困難な状況にあり、既存の施

設をできる限り有効に活用しながら、本当に必要な施設の機能や量を見きわめ、

計画的に施設総量を縮減していけるよう、施設配置の適正化に取り組まなけれ

ばなりません。 

 

○グラフ６             ○グラフ７ 

ハコモノ施設の用途別延べ面積    ハコモノ施設の建築年代別延べ面積 
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その他 23% 

学校と市営住宅で
約６割 

1980 年代までに
建築された施設が
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大規模改修 建替え 

今後40年間の更新費用 

総額 約3,300億円 
１年あたりの平均 約82.5億円 

平成17～21年度に 

投資した更新費用 

１年あたりの平均 約34億円 

現状の投資額の水準では 

総額 約1,940億円 不足 

１年あたりの平均 約48.5億円 不足 
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ハコモノ施設 インフラ施設 

今後40年間の更新費用 

総額 約7,000億円 
１年あたりの平均 約175億円 

平成17～21年度に 

投資した更新費用 

１年あたりの平均 約130億円 

現状の投資額の水準では 

総額 約1,800億円 不足 

１年あたりの平均 約45億円 不足 

○グラフ８ 今後の施設更新費用シミュレーション結果 

（ハコモノ施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○グラフ９ 今後の施設更新費用シミュレーション結果 

（ハコモノ施設＋インフラ施設） 
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(5) 今後の財政推計 

本市の今後の収支見込みについては、現下の経済状況は少し明るい兆しが見

えはじめているものの、先行きは丌透明であり、この先、人口減少が予測され

ることからも、歳入面で大幅な伸びを期待できる状況ではありません。 

一方、歳出面では、人件費及びこれまでに借入した市債（臨時財政対策債を

除く）の返済にあてる公債費は減少していきますが、扶助費などの社会保障関

係経費の増加をはじめ、現在取り組みを進めている明石駅前南地区市街地再開

発事業、中学校給食の実施、土地開発公社の廃止に伴う第三セクター等改革推

進債の償還などの事業があることから、現行の行政サービスの水準を維持する

ことを前提に試算すると、毎年度 10 億円～20 億円程度の収支丌足が生じ、

平成 32 年度には財源丌足を補うための基金が底をつくと見込んでいます。 

加えて、この試算に際して「(4) 公共施設の更新への対応」の項で示した公

共施設の更新費用については、現行と同じ水準で計上しているため、施設配置

の適正化の取り組みを進めなければ、さらなる収支丌足が生じることとなりま

す。 
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○表４ 今後の収支見込み（一般財源ベース） 

（単位：億円） 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 備考

611 596 600 601 602 606 610 611 613 615

402 398 401 402 398 401 402 398 400 402
H27以降：評価替え見込等を反映

148 133 134 134 139 140 143 148 148 148

99 98 99 99 104 105 108 113 113 113

H27以降：一部特殊要因を除き、地方交付税は
一定としている
(特殊要因：①公債費の交付税措置分　②扶助費
など法定経費の増加分 ③市税の評価替え見込
などを反映)
臨時財政対策債はH27以降の見込みが丌透明な
ため、仮に地方消費税交付金の増額分14億円
を減額している

49 35 35 35 35 35 35 35 35 35

61 65 65 65 65 65 65 65 65 65
消費税率引き上げによる地方消費税交付金の増
H26 4億円、H27以降18億円

616 607 613 610 620 624 622 620 623 625

179 175 172 168 169 164 165 159 160 159
H26以降の共済費は29億円で一定と仮定

うち
退職手当

17 15 15 13 16 13 16 12 15 15
H21退職手当債14億円発行

86 88 90 93 95 98 101 104 107 110
H26をベースに年3％増で試算

臨時財政
対策債分

23 25 27 30 33 35 38 40 41 42
H27以降の新規発行分は35億円で試算

その他 88 79 81 80 82 83 79 77 75 73

明石駅前南地区市街地再開発事業(H23～
H29)：市負担額104億円のうち市債93億円
の償還費
中学校給食導入事業(H25～H27)：総事業費
34億円のうち市債32億円の償還費
土地開発公社清算(H25)：第三セクター等改革
推進債89億円の償還費(H26～H35 各年度９
億円)
その他事業：各年度の投資的経費にかかる新規
発行分45億円の償還費

20 21 21 16 16 16 16 16 16 16

明石駅前南地区市街地再開発事業(H23～
H29)：市負担額104億円のうち一般財源11
億円
中学校給食導入事業(H25～H27)：総事業費
34億円のうち一般財源2億円
その他事業：各年度16億円

116 119 120 119 121 123 123 124 124 124
特別会計・企業会計・市民病院への繰出金
介護保険・後期高齢者医療事業の増あり

財政基金への

積み立て
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前年度決算剰余金の1/2を積立

その他 119 120 122 124 124 125 120 120 120 121

明石駅前南地区再開発ビルにかかる維持管理経
費：H29以降各年度２億円
中学校給食実施経費：H27 2億円、H28以降
各年度5億円
庁舎建設基金積立金：H26～H31各年度4億
円

-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

-5 -11 -13 -9 -18 -18 -12 -9 -10 -10

5 11 13 9 18 18 12 9 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 63 50 41 23 5 -7 -16 -26 -36

収支差引額(A)
【(1)-(2)】

基金取崩見込額(B)

公債費

投資的経費

繰出金

その他

補正予算・決算
による丌用額

 基金残高見込額

その他

年度

歳入合計(1)

市税

地方交付税

うち
 地方交付税

うち
 臨時財政対策債

 収支見込額(A)+(B)

歳出合計(2)

人件費

扶助費

 

10 年間の累積収支不足額（収支差引額(A)の合計）115 億円 
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(1) 計画の基本方針 

今後も厳しい財政運営を強いられる状況が続くと見込まれる中ではあります

が、住民に最も身近な基礎自治体として、将来世代に負担を先送りすることな

く、子どもたちに元気な明石を引き継いでいくために、市民福祉の向上を図り、

安全で安心して暮らせるまちづくりを行っていくという責務をしっかりと果た

していかなければなりません。 

そのためには、広く市民の意見を聴きながら、これからのまちづくりを見据

えて、市の事業や施策全般にわたって、選択と集中の観点から、時代に合った

形に見直しを行うことにより、財源丌足を解消し、将来にわたって持続可能な

財政構造を構築していく必要があります。 

このため、計画の基本方針を以下のとおり定め、財政健全化の取り組みを推

進していきます。 

① 子どもの健やかな育ちで、みんなの元気を生み出す 

明石のまちづくりの基本方針となる第５次長期総合計画に定められたまち

づくり戦略である「子どもの健やかな育ちで、みんなの元気を生み出す」を

本計画においても基本方針とします。 

② 自主財源の確保を徹底する 

市税等収入の確保、未活用地の積極的な活用（売却・貸付等）、使用料や手

数料など受益者負担の適正化などを通じて、自主財源の確保を徹底します。 

③ 支援が必要な人に対する支援に重点を置く 

支援が必要な人に対する支援に重点を置き、必要な支援が行き届くようサ

ービスを見直します。 

④ 選択と集中、スクラップ・アンド・ビルドを徹底する 

施策や事業をゼロベースで見直し、優先度を見きわめて重点化を図るとと

もに、新規・拡充事業に必要な財源は、原則として既存事業の見直しによっ

て確保します。 

  



 

- 13 - 

 

⑤ 必要性や効果を確かめる 

社会経済情勢や市民ニーズに合っているか、市が実施する必要性があるか、

効果は十分表れているか、コストが過大ではないか、公平性は保たれている

かといった観点から、施策や事業を客観的に検証して見直します。 

⑥ みんなで話し合って進める 

事業や施策の見直しにあたっては、市民、市議会、行政が互いに情報共有

したうえで十分に話し合い、様々な視点からの市民の意見を反映するよう努

めます。 

 

(2) 計画期間 

今後 10 年で、明石駅前南地区市街地再開発事業、中学校給食の実施、土地

開発公社の廃止に伴う第三セクター等改革推進債の償還など財政への影響が大

きい事業に概ね目途が立つことから、本計画の計画期間は平成 26 年度から平

成 35 年度までの 10 年間とします。 

 

(3) 計画の目標 

目標１ 10 年間での収支均衡 

計画期間の 10 年間で一般財源ベースの歳入と歳出を均衡させ、「表４ 今

後の収支見込み」に示す累積収支丌足見込み額 115 億円を解消することを

目指します。 

目標２ 10 年後の基金残高 70 億円を確保 

計画期間が終了する平成 35 年度末時点で、基金残高 70 億円を確保する

ことを目指します。 

また、基金については、大きな災害などに備えて、少なくとも 40 億円は

確保しておく必要があるため、計画期間途中で基金残高 70 億円を割り込む

場合でも、40 億円を割り込むことはないようにします。 
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(1) 市役所内部の取り組み 

① 事務経費の削減 

個別目標 10 年間累積で事務経費を 13 億円削減 

事務事業の総点検及び予算編成を通じた経費削減、指定管理者制度及び民

間委託の推進等により内部事務の効率化を図り、事務経費を削減します。 

主な取り組み 

・指定管理者制度導入の推進（未導入施設への導入を検討） 

・民間委託の推進（窓口業務、ごみ収集運搬業務、プラント運転業務等につ

いて検討） 

・経常経費の削減（郵便料、光熱水費等の削減） 

・他会計等への繰出金の削減（基準外繰出の抑制） 

・公債費の削減（市債の新規発行を元金償還額以内に抑制） 

② 人件費の削減 

個別目標 平成 35 年度までに正規職員 1,800 名体制を実現 

           平成 35 年度までに年間総人件費を 20 億円削減(※) 

正規職員 1,800 名体制の実現に向けて、民間委託の推進や再任用職員、

任期付職員の活用等を通じて、正規職員数を削減するとともに、さらなる給

不の適正化、時間外勤務の削減等を行い、人件費を削減します。 
 

※平成 25 年度決算と平成 35 年度決算の退職手当を除く全会計の総人件

費の比較によります。ただし、削減効果は「表４ 今後の収支見込み」に

織り込み済みです 

主な取り組み 

・正規職員数の削減 

・地域手当、持家にかかる住居手当の見直し 

・特殊勤務手当の見直し 

・退職手当の見直し 

・時間外勤務の削減 
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③ 歳入の確保 

個別目標 平成 35 年度までに 

           市税等の主な債権徴収率（現年度分）99％以上 

           10 年間累積で歳入を 15 億円増加 

市税をはじめとする市の主な債権について、徴収率の向上に取り組むとと

もに、新たな歳入の確保を推進します。 

主な取り組み 

・債権徴収体制の強化 

・債権の管理に関する条例の整備 

・迅速な法定回収手続きの推進 

・ペイジー等による口座振替加入勧奨の強化 

・コンビニ収納等納付環境の整備 

・新たな歳入の確保 

 

(2) 事務事業の見直し 

個別目標 10 年間累積で事業費を 13 億円削減 

事業の必要性や実施手法、内容について、法令等の制限を受けず、市が決

めることができる個人給付、補助金、イベント、サービス等のソフト事業（市

に裁量のある事業）について市民や市議会との意見交換を行いながら見直し

を進めます。 

主な取り組み 

・個人給付、サービスの見直し 

・補助金の見直し 

・イベントの見直し 
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(3) 公有財産の有効活用 

① 未活用地の積極的活用 

個別目標 10 年間累積で未活用地売却・貸付による収入 11 億円 

土地開発公社から引き継いだものを含め、未活用地の積極的な活用（売却・

貸付等）を進めます。 

 

② 施設配置の適正化 

個別目標 40 年間累積で公共施設総量を 30％削減 

           10 年間累積で施設配置適正化による収支改善(※)55 億円 

施設配置適正化基本計画及び同実行計画を策定し、これらに基づいて施設

配置の適正化を進めます。 
 

※施設の統廃合等に伴う維持管理運営経費の削減、施設跡地の売却・貸付

等による収入による効果を合算したものです。 

主な取り組み 

・施設配置適正化基本計画及び同実行計画の策定 

・施設の有効活用による統廃合 

・計画的な改修による施設の長寿命化 

・施設の効率的な管理運営 

 

(4) 受益者負担の適正化 

個別目標 平成 35 年度までに年間受益者負担収入を２億円増 

受益と負担の公平性の観点から、対象とする経費の範囲や負担割合の考え

方等を定めた受益者負担の算定基準を作成し、これに基づき、新たに受益者

負担を導入すべきサービスを洗い出すとともに、各種使用料、手数料等を見

直します。 

主な取り組み 

・受益者負担の算定基準の作成 

・新たに受益者負担を導入すべきサービスの洗い出し 

・各種使用料、手数料等の見直し  
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(5) 取組効果額の見込み 

(１)～(４)の取り組みによる累積効果額は、下表のとおりと見込んでいます。

これにより「表４ 今後の収支見込み」に示す計画期間中の 10 年間の累積収

支丌足見込み額 115 億円を解消していく計画です。 

 

表５ 取り組み効果額の見込み（普通会計・一般財源ベース） 

 

取り組み項目 
累積効果 

見込み額(※) 

(1) 市役所内部の取り組み 

①事務経費の削減 13 億円 

②人件費の削減 130 億円 

③歳入の確保 15 億円 

(2) 事務事業の見直し 13 億円 

(3) 公有財産の有効活用 
①未活用地の積極的活用 11 億円 

②施設配置の適正化 55 億円 

(4) 受益者負担の適正化 12 億円 

合計 249 億円 

うち「表４ 今後の収支見込み」に織り込んでいない効果額(A) 

（(１)②人件費の削減を除く効果額） 
119 億円 

計画期間中の累積収支丌足見込み額(B) 115 億円 

取組後の収支差引額(A-B) 4 億円 
※累積効果見込み額は、事業の廃止や職員数の削減など見直しの効果が後年度まで及ぶ取り

組みについては計画期間中の効果額を累計して積算しています。 
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(1) 市役所内部での検討 

① 年度ごとのテーマの決定 

各年度第１四半期に、各取り組み項目について、その年度の重点テーマを

決め、公表するとともに、市役所内部での検討を進めます。 

② 見直し案の公表・意見交換 

各年度第２四半期中を目途に、その年度の見直し案を公表し、市民、市議

会との意見交換を行っていきます。 

③ 見直し内容の決定・公表 

市民、市議会との意見交換の結果を勘案して見直し内容を決定し、各年度

第４四半期に公表します。 

 

(2) 市民、市議会との意見交換 

① 財政健全化推進市民会議 

市民参画のもとに取り組みの着実な推進を図るため、公募市民、各種関係

団体代表、学識経験者等で構成する財政健全化推進市民会議等において、継

続的に協議を行います。 

② 財政健全化推進協議会 

市と市議会とが協力して財政健全化に取り組んでいくため、市議会各会派

の代表者で構成する財政健全化推進協議会等において、継続的に協議を行い

ます。 

③ 市民や関係団体との意見交換 

広く市民や関係団体の意見を聴きながら取り組みを進めるため、定期的に、

市民との意見交換会や関係団体との協議を行います。 
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(3) 計画のフォローアップ 

市財務部財政健全化室において、市役所内部での検討、市民、市議会との意

見交換を主導し、計画を着実に推進していきます。 

また、毎年度、計画の実施状況を検証し、翌年度以降の取り組みに反映する

とともに、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

図 取り組みの進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度の取り組み 

市役所内部 

第１四半期 

市民・市議会 

各取り組み項目の重点テーマを決定 公表 

第 2 四半期 見直し案を決定 意見交換 
財政健全化推進市民会議 

財政健全化推進協議会 

意見交換会 等 第３四半期 必要に応じて見直し案を修正 

第４四半期 見直し内容を決定 公表 

各年度の取り組み 
 

     実施状況を検証して翌年度の取り組みに反映 

各年度の取り組み 
 

     実施状況を検証して翌年度の取り組みに反映 

各年度の取り組み 
 

     実施状況を検証して翌年度の取り組みに反映 

必要に応じて計画の見直し 
 

市財務部財政健全化室が主導して推進 
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後日作成 


